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仕様書（案） 

 

 

１ 業務名 

  アプリを活用した健康的な生活習慣推進事業企画運営業務委託 

 

２ 業務の背景 

岡山市の平均寿命は、男性 81.5 歳、女性 87.7 歳と、全国平均を上回っている（令和 4

年時点）。一方で、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」とさ

れる健康寿命は全国平均を下回っており、平均寿命と健康寿命の差、いわゆる不健康な期

間が長いことが課題とされてきた。また、岡山市国民健康保険の被保険者について、生活

習慣病関連の疾患に係る一人あたりの医療費を調査したところ、65 歳以上が高い傾向が

見られた。これらのことから、不健康な期間の短縮、及び青壮年期からの生活習慣の改善

による医療費抑制に向けた対策が必要である。 

また、2019 年 10 月に岡山市で開催された「G20 保健大臣会合」にて、2030 年までの 10

年間で岡山市の目指す保健医療の将来像として「病気や障害の有無に関わらず、生きがい

をもちより良く生きる」ことを「健康」ととらえ、その実現に向けた取組を実施していく

ことを、行政だけでなく、産・官・学・金・言の各界と共有したところである。 

そういった背景のもと、岡山市では平成 26 年から「健康ポイント事業」を開始し、実

施方法、対象者、ポイント付与の内容など、見直しをしながら着実に参加者を増やしてき

た。特に、令和 5年から開始した「OKAYAMA ハレ活プロジェクト」では、スマートフォン

アプリの活用や、民間の企業や団体等の事業者（以下「企業等」）が職場内で取り組める

企画を展開することで、これまで事業への参加が少なかった世代や健康無関心層に対し

訴求することができ、手軽にできる健康づくりとして浸透しつつある。 

一方で、健康に関するアプリは無数にあり、アプリという性質上、継続率を維持するこ

とは一般的にも困難なことから、事業に参加しても一時的な利用で終わる参加者も多く

みられ、手軽さゆえに、いかに飽きさせない企画を事業の中で展開し継続してもらうかが

課題となっている。 

さらに、健康ポイント事業を開始してからの 10 年の間に、「歩きやすいまちづくり」を

目指した環境づくり、岡山市の健康増進計画である「健康市民おかやま 21（第 3次）」や

「岡山市食育推進計画（第 4次）」の策定、マイナ保険証への移行など、健康に直結する

大きな変化が見られている。また企業等においても、人口減少や働き方の変化などの社会

情勢を背景に、従業員の健康保持・増進を投資と捉える考え方が認識されつつあり、自社

の成長戦略の一環として、健康づくりへの関心は一層高まっている状況である。 

このように、これからの健康づくりは、デジタル技術や健診、医療データの活用、前身

事業である OKAYAMA ハレ活プロジェクトで培った、企業等の巻き込み、また庁内関係課と
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の連携が重要と考えている。 

 

３ 業務の目的 

普段の生活の中で、意識しなくても自然と健康づくりを続けることができる環境づく

りの進捗、これまで健康について無関心だった世代を巻き込むことができた健康ポイント

事業の有効性を考慮し、下記の点を目的とする。 

①健康的な生活習慣として、これまでの健康ポイント事業同様に、運動、栄養・食生活、

社会参加の機会の増加につながる取組を実施する。 

②「健康市民おかやま 21（第 3次）」「岡山市食育推進計画（第 4次）」といった、健康

に関する施策の方向性を示す計画に加え、新たなバス路線の整備や公園整備等のま

ちづくり施策を「健康」の視点で結びつけ、「外へ出る手段＋出かけた先での活動」

を一体的に取り組む。 

③健康ポイント事業をきっかけとした官民連携を維持し、市主体の取組だけでなく、民

間の協力事業所も巻き込み、双方のメリットとなる事業を展開する。これによりまち

なかでの健康に資するサービスの充実、及び職場における健康づくりの推進を図る。 

④①、②、③の推進により、健康寿命の延伸、医療費抑制を目指す。 

 

４ 契約期間 

  契約締結日から令和 10 年 3 月 31 日  

 

５ 事業の概要 

(1) 概要 

 スマートフォン向けのアプリケーションソフト（以下「アプリ」という）を用いて、

主に「運動」「栄養・食生活」「社会参加」の活動に対してポイントを付与し、獲得し

たポイントに応じて抽選で特典を与える。また、ポイントの付与、協賛品の提供、自

社における本事業の活用等で、事業に参画する企業等と連携し、参加者にとって魅力

的なサービスを提供する。 

本事業は、あらかじめ成果指標を設定し、その達成度合いに応じて受託者に成果報

酬を支払う成果連動型民間委託契約方式（PFS）とする。 

本事業で使用するアプリの調達、事業に関するプロモーション、事業に参画する企

業等の募集・開拓、協賛品等の募集、企業等と連携した健康に資するサービスの創出

やイベントの企画・実施も、本事業の委託の内容に含める。 

 

(2) 実施スケジュール 

 原則、下記のスケジュールとする。 

 令和 8年 4月～  準備期間（アプリの仕様調整、参加者募集、参画事業者の拡大） 
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令和 8年 8月～    ポイント事業開始 

令和 9年 12 月   ポイント事業終了 

令和 10 年 3 月   委託期間終了 

 

(3) 参加人数 

アクティブ参加者 18,000 人、もしくは初年度実績＋3,000 人のいずれか高い方を

目標とする。 

対象は、18 歳以上の岡山市民及び在勤・在学者。 

うち、メインターゲットを 35～64 歳の壮年期世代とする。 

 

６ 委託業務の内容 

(1) 事業コンセプトの作成 

① 実施コンセプト（全体概要）の策定 

本業務の背景、目的を真に理解し明確なコンセプトを提示するとともに、成果

指標の達成に向けて最も効果的な実施内容と、それに基づいた具体的な実施計画

を提出すること。策定にあたっては、下記事項に留意し計画内に盛り込むこと。 

・健康づくりに無関心な方や、壮年期の参加を促す仕組み 

・家族、地域の仲間、職場の同僚のつながりを活用する等、本事業の参加者か

ら非参加者へ健康づくりの取組を広げる工夫やグループでの活動を促す工

夫 

・事業期間の最後までアプリを活用した活動を継続し、また、事業終了後も自

主的な取組継続を促す仕組み 

・参画事業者の強化・拡大を通じて、企業等を巻き込みながら自然と健康にな

れる環境づくりを進める工夫 

・市や民間事業者の実施する事業と連携し、社会参加を促し活動量を上げる工

夫 

・岡山市における最上位計画である総合計画、およびその他の関連施策や計画

の方向性を踏まえた企画の展開（健康、まちづくり、交通、環境など） 

 

② 実施計画書の提出 

実施コンセプトを踏まえ、具体的な実施内容や時期を記載した実施計画を委

託者に提出すること。計画は委託期間全体（2 年間）について定めた全体計画

と、年度ごとの個別計画とする。その他計画は必要に応じ作成し提出すること。 

年間の個別計画には下記項目を記載すること。 

・参加者向け企画の計画（アプリを活用した一般市民向け／事業者向けのイ

ベント） 
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・インセンティブ設計 

・広報計画（ブース出展含む） 

・参画事業者の巻き込みに関する計画（対象店や協力事業者の拡大、参画事

業者のメリットの創出、社内の健康づくりに活用できるプログラムの提供） 

・評価に関する計画（データの利活用含む） 

 

全体計画と初年度の個別計画は、業務着手後速やかに提出すること。次年度の

個別計画については、初年度の実施状況を踏まえ見直しを行ったうえで次年度

事業開始前に提出すること。見直し時期、提出期限は協議のうえ決定する。 

なお、計画に変更が見込まれる場合は、判明した時点で速やかに委託者に報告

すること。 

 

 

(2) スマートフォン向けアプリについて 

① 基本的事項 

・本事業では、参加方法の簡便化および活動の継続支援のため、専用のアプリを参

加者に無償で提供する。 

・アプリは後述の④⑤に定める要件を満たしていること。なお委託者の求める要件

に基づき、必要に応じて既存の製品をカスタマイズしても良い。 

・アプリのインストールから実際のポイント獲得までのタイムラグは極力排し、参

加者のモチベーションが高いうちにすぐアプリ機能を使用できるようにするこ

と。 

・アプリや管理画面等で必要なサーバ類は受託者において、管理・運用すること。 

・アプリの想定ダウンロード数は、５ 事業の概要(3)参加人数 に記載の数を踏ま

えたものとするが、受託者側でダウンロードの上限数を設定しないこと。なお、

想定を上回った場合でも十分耐えられるような構成をあらかじめ確保しておく

こと。 

・費用については運用開始までに必要な調達費や、導入後の利用料等、調達に関わ

るすべての費用を含める。 

 

 

② 調達範囲 

アプリの調達に関わる、以下すべてを調達範囲とする。 

・ソフトウェア一式（付随して必要となるライセンス含む） 

・必要な機器/サービス一式（サーバ機器、サーバ利用料等） 

・アプリ構築作業並びにアプリストアへの登録に関わる作業 
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・運用開始後の運用保守に関わる作業 

・その他上記に付帯する作業 

 

③ 導入スケジュール 

本アプリの稼働スケジュールは、５ 事業の概要(2)実施スケジュール に記載の

とおりであるが、詳細は別途協議の上決定することとする。 

なお、協議の際、より効果的な形で導入することが可能と考えられる場合は提案

を行うこと。 

 

④ 機能要件 

「別紙 機能要件一覧」に定める要件を満たすこと。 

 

⑤ 運用保守要件 

「別紙 非機能要件一覧」に定める要件を満たすこと。 

 

⑥ 成果品 

アプリの開発、運用に係る成果品および提出期限は次のとおりとする。 

 

No 品名 内容 提出期限 

1 プロジェクト計画書 

全体スケジュール管

理表(WBS 等)  

プロジェクト全体を運営す

るための計画書 

プロジェクト計

画立案時 

2 要件定義書 

（基本設計書、詳細設

計書） 

パッケージに対してカスタマイ

ズが必要となる場合、必要な要

件をまとめたもの 

要件定義時 

(必要に応じて) 

3 各種テスト資料 システムテスト、運用テスト、確

認チェックリスト、アプリ審査に

係る資料等 

テスト実施時 

4 操作説明書 本システムの操作・利用マニュ

アル及び Q＆A 等 

（市職員向け、市民向け含む） 

運用開始前 

運用後はシステ

ム更新時 

5 運用・保守計画書 要件を満たす運用・保守に関

する計画書、保守体制図等 

運用開始前 

6 作業結果報告書 

障害管理表・報告書 

本稼働後、作業が発生した場

合に提出 

本稼働後 

（運用期間中） 

7 議事録 その他開発に係る各種書類 適時 
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課題管理資料 

進捗管理表 

その他本委託の履行

にあたり必要なもの 

 

成果品については各項に定められた提出期限までに提出すること。 

 

⑦ データの利活用 

本事業で得られるデータの利活用方法について、委託者に提案し、協議のうえ、実施

すること。なお、利活用にあたっては、下記に留意すること。 

・アプリを使用することで取集・蓄積されるデータ（参加者の属性、ポイント獲得状況、

アンケート回答結果、PHR をはじめとする健康情報等）を活用したもので、事業の

PDCA サイクルを回すために効果的と考えられるものについて提案すること。 

・企業等が本事業に参画するメリットとなるようなデータ提供のあり方、また、本市の健

康増進施策はもちろん、広く市の施策に上記データを活用できるような提案を盛り

込むこと。 

 

(3) ポイントプログラムの提供 

① 基本的事項 

以下に記載の種別の活動を促進するためのポイントプログラムを企画し、実施する

こと。本事業では PHO の健康観に基づき、健康に直結しない活動や一見健康とは無関

係に見える活動（健康情報の閲覧や、健康分野以外のイベントへの参加等、病気や障

害があっても取り組め、「生きがい」につながる活動）も広く健康につながるものとし

て捉え、ポイント対象とする。ポイント対象とする活動・店・メニュー等の認定基準

や、各活動のポイント配分については、委託者と受託者が協議のうえ決定する。 

 

＜ポイント種別＞ 

種別 内容 

運動 身体活動や身体に係る記録により獲得 

栄養・食生活 食に関する記録や知識の獲得、健康的な食事の摂取によ

り獲得 

社会参加 指定の講座や文化施設の利用、イベント参加等の社会活

動により獲得 

企業ヘルスアップ 企業等（所属）の従業員の健康増進を進めてもらうため、

自らがポイント対象となる活動を設定し、従業員が職場

で獲得 
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その他 上記以外の取り組みにより獲得 

例）健診受診、ボランティア参加、公共交通機関の利用

など 

 

＜ポイント対象店基準（※前身事業参考）＞ 

カテゴリ 対象店舗／イベントの例 

運動サービスの提供 ヨガ／ホットヨガ、フィットネス、トレーニン

グジム、ダンス教室 

運動施設の利用 スポーツ施設（プール、野球場、テニス場、ゴ

ルフ場、ボーリング場、グラウンド）等 

健康的なメニューの提供 飲食店、弁当屋等、カフェ、ジュース屋、居酒

屋等 

健康的な食事への意識向上 スーパー、コンビニ 

食に関するアドバイス 薬局、スポーツジム等 

カルチャースクール 公民館講座等 

フレイルチェック 薬局等 

文化施設の利用 劇場、美術館、博物館等 

図書館の利用 図書館 

休養施設 入浴施設等 

企業ヘルスアップ 昼休みにウォーキング、始業前ラジオ体操、社

員食堂や学生食堂で健康的なメニューを提供、

健診受診率の向上（特定健診、歯科検診など）

等を行なっている企業等 

ボランティア活動 市が認定するボランティア活動 

イベント 市または公共的な団体が実施するもの、市との

共催や後援を受けているもの 

 

② 提供方法 

ポイントプログラムの提供方法としては、原則下記の 2種類とする。組み立てに

あたっては、アプリ、イベント実施（オンライン／オフライン(現地開催)）それぞ

れにおいて偏りがないよう留意すること。 

 

○アプリ機能による日常的なポイント付与 

アプリ内でのポイント獲得については、６ 委託業務の内容(2)スマートフ

ォン向けアプリについて④機能要件 に記載の機能を用いて行う。 
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○イベント実施によるポイント付与 

参加者の取組の継続を促すため、また市民の身近なところに健康的なサ

ービスを提供する場所や機会が多くあることが望ましいことから、アプリ内

のイベントだけでなく、受託者主催のイベント、参画事業者と連携したイベ

ント、市が主催するイベントや企画を積極的にポイント対象とすること。 

なお、主催のイベントについては、グループでの活動、ポイント対象店の

利用促進、地元事業者等の巻き込みに繋がるものとし、参加者が飽きること

なく継続的に事業へ参加できるよう定期開催（季節ごとに 1回など）するこ

と。企画の詳細については委託者と協議のうえ実施する。 

 

(4) 参加者インセンティブの企画調整・抽選・交換 

① 基本的事項 

原則抽選とし、指定のポイントを集めると応募が可能という整理とする。付与の

方法については下記の 2種類とし、具体的な提供プランを構築すること。 

 

○短い周期でのインセンティブ付与 

   月 1 回等インセンティブ獲得の頻度を増やすことで、参加者が短期目標

をたてやすいようにし活動への意欲を継続させるため、短い周期のインセ

ンティブプランを用意すること（例：月に 1回割引クーポンが当たる、期間

限定イベント参加でポイント○倍等） 

○年に 1回のインセンティブ付与 

   1 年を通して活動を継続させるため、年間で貯めたポイントに応じて応募

できるインセンティブプランを用意すること。年間インセンティブの設計

にあたっては、年間の頑張り（活動の継続）が反映されるものとし、単純に

ポイント獲得上位者のみが良い景品が当たる仕組みではなく、個人それぞ

れの活動ペースに応じて魅力的な景品が選択・獲得できるような仕組みと

なるよう留意すること。 

 

② 留意事項 

インセンティブの企画にあたっては下記を留意すること。 

・健康づくりに無関心な層の参加を促す魅力的な景品（公序良俗に反しないもの。

現金も除く）を提案すること。また、インセンティブには金券も含めてよいが、

それ以外の景品を充実させること。 

・デジタルギフトを活用する場合は、デジタル機器の使用が不得意な層にも伝わる

よう、利用方法をわかりやすく工夫して伝えること。 

・過去の事業にて申込 3 カ月未満での活動休止者が多かったことから、事業への
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参加期間が短い人でもインセンティブを獲得でき、そのことが活動継続に繋が

るよう、ポイント付与や抽選の仕組み等を工夫し取り入れること。 

・景品の購入に係る予算の上限は初年度 14,058 千円、次年度 9,058 千円とする（景

品の実費。送料含む。調達費等は含まない）。 

・景品の調達、管理、発送は受託者にて行うこと。 

・市の事業、施策に関連した体験ができる体験的インセンティブや地元特産品など 

も採用すること。 

・協力事業者やポイント対象店を含む、企業等からの協賛品を積極的に募集し、採

用すること。 

・年間を通して参加者の活動を継続させるため、年に 1 回のインセンティブのラ

インナップは、業務着手後、速やかに検討し、参加者に提示できるよう準備する

こと。 

 

(5) 事業への参加を促すプロモーションの実施 

① 広報の企画・実施 

参加目標人数を達成するための、効果的かつ実現可能な広報プランを提出する

こと。また提出したプランに基づき、参加者の増を促す広報を継続的に実施するこ

と。企画・実施にあたっては、下記事項をプラン内に盛り込み実施すること。 

・本事業専用の WEB サイトを用意すること。 

 ・アプリに不慣れな参加者を対面でフォローする相談会（参加費無料）を年度あ

たり 3 回開催すること。参加者には、アプリのダウンロード方法や、ポイント

獲得のやり方、抽選応募方法など、新規登録だけでなく継続するために必要な

説明を行うこと。相談会は、事務局が実施する他、事務局が調整し協力企業と

連携して行っても良い。相談会開催にあたっては、 開催場所に偏りがないよう

留意すること。 

・広報にあたっては、デジタル媒体からの情報収集が難しい層にも情報が届けら

れるよう留意すること。 

・認知拡大のため、委託者が情報提供する場（市が主催するイベント等）や他団体

が主催するイベント等でのブース出展を、年度あたり 2 回行うこと。より多く

の人の興味を引けるよう、出展の際には、特典や体験できる企画を用意する等

して工夫すること。 

 

② 留意事項 

  広報の企画・実施にあたっては下記を留意すること。 

・メインターゲットは壮年期世代のため、働く世代の参加を促す工夫を盛り込むこ

と。 
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・既存の保健事業に参加していた健康づくり関心層だけでなく、健康意識の低い人

（若い世代、運動習慣がない、健康診断を受けない等）の参加を促す工夫を盛り

込むこと。 

・委託者が本業務を市媒体等で広報する際には、本業務を効果的に PR できるよう、

元データの作成や素材データ等の提供等を行うこと。 

・市が行う情報発信（広報紙、公式 SNS 等）だけでなく、委託者が保有する媒体の

活用や参画事業者を巻き込んだ PR やイベントも実施すること。 

・市主催イベントや市民団体のイベント、また委託者側で調整がついた会場/機会

や参画事業者主催のイベント等での広報活動も積極的に行うこと。 

 

(6) 企業等との連携の強化・拡大 

① 基本的事項 

 本事業の目的である自然と健康になれる環境づくりのためには、事業参加者が

身近な場所で健康的な活動（＝ポイントの獲得）ができることはもちろん、健康に

資するサービスを提供する企業等や、市民の健康増進に対する意識を持った企業

等が増加することが必要である。事業終了後も、その環境が継続していくようにす

るため、本事業では、企業等が取り組みやすいあるいは連携しやすい仕組みを提供

することで地元を中心とした事業者を巻き込んでいくこと。なお、本事業における

参画事業者とは、下記 3種類とする。 

 

種別 詳細 例 

ポイント付与事

業者 

健康につながるサービスや商品を提供し、

ポイント対象店として、参加者に対し直接

ポイントの付与を行う企業等や店舗 

・フィットネス、飲

食店、スーパー等 

企業ヘルスアッ

プ登録事業者 

従業員の健康づくりを進めるため、自社で

取り組む健康づくりの活動に対しポイント

を付与する企業等 

・朝礼前ラジオ体

操参加者にポイ

ントを付与する

企業等 

協力事業者 自社サービスによる直接的なポイント付与

以外で本事業の趣旨を理解し協力してくれ

る企業等 

- 

 

企業等と協働した事業展開を目指すため、受託者は参画事業者に対し、参加者の

活動状況など事業の進捗状況や、効果的だったサービス・企画の横展開を図ること。

また、その中で、企業等が個別あるいは事業者同士連携した企画やサービスを継続

して提供できるような働きかけ・調整を行い、企業等における提供サービスの改善
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や新たな企画の創出につなげること。 

 

② ポイント対象店の拡大 

 店舗数の拡大と、対象店利用の拡大の両方を念頭におき実施すること。ポイント

対象店の拡大にあたっては下記を留意すること。 

○ポイント対象店舗数の拡大 

・「運動」「栄養・食生活」「社会参加」の観点から健康につながるサービス、機

会、場所を提供する企業等・店舗をポイント対象店として認定する。認定基準

は、別途委託者と受託者が協議の上決定する。 

・認定にあたっては、受託者が受付の窓口となり、委託者に報告・協議のうえ認

定を行うこと。HP から申請ができるようにすること。 

・対象店現地で必要な広告資材（のぼり旗、ポスター、ステッカー等）や、ポイ

ント付与に使用する二次元コード等は受託者にて用意し、送付すること。 

・自然と健康になれる環境づくりのため、市内全域に対象店が存在するよう目指

し、対象店の所在地に極端な偏りが生じないようにすること。 

・ポイント対象店の情報（獲得できるポイント、店舗情報、位置等）を、アプリ

や HP にてわかりやすく示すこと。 

・閉店や該当メニューの削除等の状況を定期的に確認し、変更がある場合は対応

すること。 

・岡山連携中枢都市圏における連携市町村でも、本事業の参加者がポイントを獲

得できるよう検討を行うこと。詳細については、委託者と受託者が協議の上決

定する。 

 

○ポイント対象店利用の拡大 

・対象店利用に繋がるような企画、イベント、プロモーションを積極的に提案・

実施すること。（例：エリア内のポイント対象店を対象としたウォークラリー、

アプリ提示で食べられる特別メニューキャンペーン） 

・ポイント対象店同士や、ポイント対象店と協力事業者の連携企画もコーディネ

ートし、実施すること（例：ポイント対象店の運動施設とスポーツ用品店、飲

料メーカーの親子向けコラボイベント、ポイント対象店のスーパーと食品メ

ーカーのタイアップで減塩商品フェス）。 

 

③ 協力事業者の拡大 

 より多くの企業等を事業に巻き込み、自然と健康になれる環境づくりをしてい

くため、ポイント対象店として市民に直接サービスを提供する店舗以外にも、様々

な形で市民の健康寿命延伸に向け協力してくれる企業等を市内全域に拡大してい
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くこと。本事業における協力事業者は、下記協力形態のいずれか 1 つ以上を満た

すものとする。 

 

協力形態 詳細 

協賛品の提供 参加者へのインセンティブとして使用可能な協賛品

を提供（自社で扱う商品・サービスや対象店舗で使え

るクーポンやノベルティ等） 

登録相談会の協力 本事業のアプリに関する相談会の実施協力、登録支援 

イベント協力 本事業のポイント対象となるイベントの企画・実施に

関する協力 

その他 上記以外の協力 

 

協力事業者の拡大にあたっては下記を留意すること。 

・受託者が受付の窓口となり、委託者に報告・協議を行うこと。 

・協賛品の管理や提供にあたっての手続きは、受託者にて行うこと。また調達に際

し費用負担が発生する場合は、委託事業費内で対応すること。 

・イベントの実施協力にあたり費用負担が発生する場合は、委託事業費内で対応す

ること。 

・協力事業者にとっての選択肢を狭めることのないよう、いずれかの協力形態のみ

に絞った働きかけを行わないこと。 

 

④ 職場の健康づくりに取り組む事業者の増加 

受託者は、企業ヘルスアップ登録企業を増加させ、また企業が職場単位で取り組

みやすい、あるいは職場の健康づくりの一助になるような企画を考案・開催し、そ

の企画への参加に繋げること。さらに、企画への参加を募る中で、本事業を活用し

て企業内でも独自の取り組みを促すよう働きかけること。 

 

(7) 問い合わせ対応 

問い合わせ対応については下記を留意すること。 

・成果指標記載の目標を考慮し、必要十分な体制を構築すること。 

なお、参画事業者の拡大や連携に係る調整、企画に係る現地確認、必要物の受け

渡し、参加者への説明をよりスムーズに行うため、対応が可能な体制を岡山市内

に構築すること。 

・委託者からの電話・電子メール等の問い合わせに対応すること。また、緊急時に

連絡が取れるよう、営業時間外に連絡がつく緊急連絡体制を示すこと。 

・参加者からの問い合わせ、参画事業者からの問い合わせに対応する電話窓口を設
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置すること。アプリに不慣れな参加者に対し、きめ細やかに対応ができるよう留

意すること。 

 

(8) 効果の検証 

① 参加者アンケートの実施 

事業の効果検証を行なうためのアンケートを実施すること。実施にあたっては

下記事項を留意すること。 

・参加の効果を測るためのアンケートを実施すること。開始時、中間評価時、終

了時のアンケートは必須とする。その他、評価のために必要なアンケートは、

委託者と受託者が協議のうえ、実施可否を決定する（アプリや WEB 上でのアン

ケート回答を想定） 

・アンケートの回答は、アプリから取得できる歩数やポイント獲得のデータと、

原則紐づけが可能なこと。 

・アンケートの時期、内容については委託者と協議のうえ決定する。 

 

② 事業の分析・評価 

  参加者の活動状況、事業参加したことによる意識・行動変容の状況（事業参加前

後の比較）、イベントや広報活動の事業内容の効果分析などを踏まえ、評価を行う

こと。 

事業実績やアンケート結果に基づいて分析・評価を行い、当年度事業や次年度以

降の事業計画に反映させること。実施にあたっては下記事項を留意すること。 

・成果指標に係る項目の他、参加者の属性（年代、性別等の基本情報）、各月の

1日あたりの平均歩数、歩数の増加状況、BMI の変化（アンケート等で身長・

体重を把握し算出）は必須項目とする。 

・必要に応じて、個別のポイントに絞った獲得状況（獲得者層、獲得が多い期間・

時間帯）等を分析・提供すること。 

・委託者が基となるデータの提出を求めた場合は、速やかに提出すること。 

 

(9) その他 

・業務を実施するにあたり、第三者が権利を保有する素材（タレント等の著名人、キ

ャラクター、音楽等）を活用する際には、権利保有者との交渉、契約締結、契約料

の支払い、出演料、利用料、スケジュール調整、交通手段の調整等、その他付随す

る業務全般を実施すること。 

・ポイント獲得や特典応募において、ユーザーによる不正行為の可能性を考慮し、こ

れを防止するための必要かつ可能な限りの対策を講じること。 
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７ 成果連動 

   「別紙 成果連動詳細」を参照。 

 

８ 定例会議 

(1) 業務開始時 

・ 契約締結後速やかに、今後の進め方に関する協議を行うための業務開始時会議を開

催すること。 

(2) 事業期間中 

・ 本業務を適正かつ円滑に実施するため、月 1～2 回程度の定例会議を開催し、進捗

確認等を行う。日時は契約締結後、委託者と受託者の協議により決定する。 

(3) その他 

・ 緊急を要する事項が発生した場合、又は委託者が必要と判断した場合は、上記会議

以外にも随時開催する。 

・ 会場は、岡山市役所庁舎内もしくは WEB でのリモート開催とする。 

・ 受託者は会議終了後、速やかに議事録を作成・提出すること。 

・ 参加者の歩数の増加状況やポイントの獲得状況等、事業を通して得られるデータを

定期的に分析・報告し、目標達成に向けて効果的と考えられる方策についてこまめ

に提案すること。少なくとも参加者数、ポイント獲得状況は特に指示がなければ月

1回を目途に共有すること。 

 

９ 成果品（委託業務報告書） 

(1) 内容 

・本業務に関する実績、評価、検証を盛り込むこと。検証にあたっては、効果を判断

するための明確な根拠を示すこと。 

・2年目の報告書には、事業 2年間分の振り返りも盛り込むこと。 

・メディア露出した記事、映像については、随時クリッピングし提出すること。 

・アプリの開発、運用に関わる成果品については、６委託業務の内容(2)スマートフ

ォン向けアプリについて⑥成果品 参照。 

(2) 提出方法 

① 冊子 1 部 

・報告書の冊子は日本工業規格Ａ４判で簡易製本、画像・図面等は適宜カラー印

刷とする。 

② 報告書及びメディア記事・映像の電子データを記録したＣＤ－Ｒ 1 式 

・報告書の電子データは、ＭＳワード等で作成した文書ファイルで委託者が再利

用できるもの及びＰＤＦファイルとすること。 

・電子媒体によるデータ納品については、すべてウィルスチェック対策ソフトに
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より検査したうえで、納品すること。納品物が納品時点でウィルス感染してい

ることにより、委託者又は第三者が損害を受けた場合は、すべて受託者の責任

と負担により、原状回復及びその他賠償等について対応すること。 

(3) 提出期限 

初年度：令和 9年 3月 31 日 

次年度：令和 10 年 3 月 31 日 

 

１０ 費用負担 

  本業務に必要な経費は、委託契約額として受託者に支払うものの他は、本仕様書に記載

のないものであっても、原則として受託者が負担すること。 

 

１１ プロジェクト管理 

(1) 受託者は、委託者の視点に立って、本業務が効率的かつ適正に実施されるように、ま

た、本業務の目的や委託者の要求するサービス水準を達成できるように、すべての工

程におけるプロジェクト管理（各作業の進捗状況の把握、委託者が見落としがちな要

件の指摘、課題・問題点の早期発見と解決策の検討、委託者への迅速な状況報告等）

を徹底すること。 

(2) プロジェクト管理を行う者は、十分なコミュニケーション能力を持つのみならず適切

な課題解決策、方法論等を提案でき、実績や知見、新たな発想等に基づいて、円滑・

確実にプロジェクト推進できる能力を有すること。また、プロジェクトの要員の作業

分担と作業量を適切に把握・管理し、計画の遅れが生じるなど課題・問題等が発生し

た場合は、早急に原因を調査し、要員の追加や担当者の変更等、体制の見直しを含む

リカバリプランを提示し、委託者の承認を得た上で、これを実施すること。 

 

１２ その他 

(1) 受託者は、業務の実施に当たり、岡山市契約規則、岡山市個人情報保護条例その他関

係法令・条例等を遵守しなければならない。 

(2) 秘密の保持  

① 受託者は、業務上知り得た秘密・個人情報を業務以外の目的に使用し、又は委託

者の事前の承諾を得ることなく第三者に開示してはならない。 

② 受託者は、業務の遂行にあたり岡山市個人情報保護条例及び「岡山市情報セキュ

リティポリシー」を遵守し、取得した個人情報の取扱いに最大限の注意を払うこ

と。 

③ 受託者は、本業務委託を実施する上で知り得た個人情報については、岡山市個人

情報保護条例に基づく、「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締

結し、適切な管理を行うこと。 
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(3) 知的財産権等 

① 受託者は、委託の目的物が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第

１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作

物に係る受託者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をい

い、第 27 条、第 28 条に定める権利を含む。)を、当該著作物の引渡し時に委託

者に無償で譲渡するものとする。 

② 受託者は、委託の目的物が著作物に該当する場合において、委託者並びに委託者

より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し

著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しない。 

③ 受託者は、成果品に第三者が権利を保有する素材（タレント等の著名人、キャラ

クター、音楽等）を使用する場合には、受託者の負担により委託者と当該第三者

との間でライセンス契約の締結等、必要な措置を講ずるものとする。受託者は、

著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護

される第三者の権利・利益及び肖像権、パブリシティ権その他法的保護に値する

とされている第三者の権利・利益の対象となっている素材・材料、履行方法等を

使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

④ 委託の目的物に対し、第三者からの権利の主張、損害賠償請求等が生じたときは、

委託者の責に帰すべき事由による場合を除き、受託者の責任と負担によりこれを

処理解決するとともに、委託者に損害が生じた場合にはその損害を賠償しなけれ

ばならない。 

(4) 貸与資料等 

① 受託者が本業務を実施する上で必要となる資料等のうち、委託者が提供すること

が可能な資料等は、委託者が受託者に無償で貸与するものとする。 

② 貸与された資料等は、その重要性を認識し取扱い及び保管を慎重に行うこと。ま

た、本業務において貸与した資料等は、契約期間満了後若しくは契約解除された

とき又は本業務履行上不要になった場合は委託者に返還しなければならない。ま

た貸与資料等の複製物は適切に廃棄するなど委託者の指示に従った処置を行う

こと。 

(5) 本業務を再委託する場合は、事前に再委託範囲及び再委託先を委託者に提示し、その

承認を得ること。なお、再委託範囲は受託者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に

問題が生じた場合は受託者の責任において解決すること。 

(6) 本事業実施中、トラブルが発生した場合には、必要な処置を講じるとともに、直ちに

委託者に報告しなければならない。また、対応を行った場合は、処置後に報告書を提

出すること。 

(7) 本業務遂行中に受託者が委託者若しくは第三者に損害を与えた場合又は第三者より

損害を受けた場合は、直ちに委託者にその状況及び内容を書面により報告し、委託者
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の責に帰すべき事由によるものを除き、すべて受託者の責任において処理解決するも

のとし、委託者は一切の責任を負わない。 

(8) 本業務の実施期間中において、受託者は委託者と緊密な連絡に努め作業を遂行しなけ

ればならない。本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、委託者と受託者

で協議のうえ委託者の指示に従い、業務を遂行すること。また、委託者は必要に応じ

て本業務の実施状況を調査し、又は報告を求めることができることとする。なお、打

ち合わせで決定し、又は委託者が指示した事項等について、受託者は定期的に、その

進捗を報告すること。 

(9) 委託者において必要と認めたときは、作業の変更又は中止をすることがある。この場

合の変更について、委託契約書に明記されていない場合は変更後の条件を両者の協議

により定めるものとする。変更・中止により受託者に損害が生じたときは、委託者は

これを賠償する。 

(10) 本仕様書（案）に記載の内容等は企画競争時点におけるものであり、最適提案者と

協議の上変更を加えることがある。 
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別紙 成果連動詳細について 

 本事業における、成果連動の設計および支払については下記のとおりとする。 

  
(1) 成果指標 

本事業の成果を測定するための指標として、下記の成果指標を設定する。 

 

 項目 目標(R8) 目標(R9) 

① アクティブ参加者数 

単位：人 

15,000 下記のうち数値が高い方 

・18,000 

・前年度実績＋3,000 

② 参画事業者数 

単位：店（社） 

450  下記のうち数値が高い方 

・500 

・前年度実績＋50 

③ 連携事業者数 

単位：店（社） 

500 550 

 

(2) 評価方法 

各成果指標に対する成果値は、委託業務報告書やその他受託者から提出された資

料・データ等により、委託者が確認する。成果値算出に使用する基データの抽出・精

査にあたっては詳細内容を協議の上、委託者の承認を得て実施するものとする。 評

価時期については、両者協議の上決定する。 

 

① アクティブ参加者数 

週１回以上アプリを起動させているユーザー数の平均値とする。成果値は毎週算

出することとし、アプリダウンロード開始後からの週平均の値を最終成果値とす

る。 

 

② 参画事業者数 

本事業の運営にあたり参加者へのポイント付与や特典の協賛など、物品や役務を

協賛提供し参画する受託者以外の民間企業や団体の数。ポイント付与事業者、協力

事業者、企業ヘルスアップ登録事業者を合算した数を成果値とする。ポイント付与

事業者は、ポイント獲得ができる場所数（＝店舗数）、協力事業者は協力の形態や

回数によらず 1 としてカウントする。ポイント付与事業者と協力事業者の両方の

要件を満たす場合はポイント付与事業者としてカウントし、重複してカウントは

しない。企業ヘルスアップ登録事業者は、ポイント獲得ができる事業所ごとに 1と

してカウントし、加算する（ポイント付与事業者、協力事業者との重複は問わない）。 



（別紙） 

2 
 

成果値は初年度からの積み上げとし、２年目はより数値として高い方を目標値と

する。 

 

③ 連携事業者数 

本事業に関連する形で、イベントや企画を実施した受託者以外の民間企業や団体

の数。受託者が働きかけ参画につながった、もしくは協力につながった事業者の数

とする。受託者の関与が全く無いものや、再委託先として関与した（事業への協賛

ではない）場合は、カウントしない。カウント対象は下記とし、（ア）（イ）間で重

複がある場合はそれぞれ 1回ずつ、（ア）（イ）内で重複がある場合は１回のみカウ

ントする。成果値は単年度評価とする。 

 

(ア)ポイント付与事業者もしくは協力事業者が、下記のいずれかの条件を満たす

場合 

・ポイント付与事業者が、通常のポイント付与以外に、事業に関連する形でイ

ベントを実施（例：事務局主催の対象店を巡る企画にポイント付与で協力、

店舗の独自イベントにポイントを付与） 

・ポイント付与事業者が、通常のポイント付与以外に、協力事業者同様の協力

を実施（例：協賛品の提供、登録会の実施、事務局主催イベントに主催側と

して協力） 

・協力事業者が、複数年継続して事業に協力（2年目のみ） 

 

(イ)事務局主催の事業者向け企画に参加した企業等が、下記のいずれかの条件を

満たす場合 

・事業者として企画に参加（例：参画事業者向け情報交換会に企業として参加） 

・事務局主催の企画に重ねて、社内で独自に健康に資する取り組みを実施（例：

企業向けの職場対抗戦にあわせ、自社内でもランキング戦を実施） 

 

(3) 支払要件 

本業務では、契約金額のうち 20％ 分（千円未満切り捨て）を、成果の達成度に応

じた支払い額（成果連動額）とし、契約金額から成果の達成度に応じた支払い対象額

を控除した額を事業実施相当額として取り扱う。 

Ａ：事業実施相当額 

委託者は業務実施報告書等の成果物を確認し、実施内容の検査を行う。検査に合

格した場合は、受託者は事業実施相当分の請求書を提出する。 

うち、インセンティブの景品購入に要した費用については実費精算とする。 

Ｂ：成果連動額 
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委託者は受託者が提出した資料やデータをもって、(1)記載の項目それぞれにつ

いて、成果値の評価（各年度の目標値を 100％としたときの到達状況）と成果連動

額の算出を行い、その結果を受託者に通知する。受託者は通知受領後、成果連動分

の請求書を提出する。 

 

事業実施相当額 事業費全体の 80％ 

成果連動額 事業費全体の 20％ 成果連動額全体に

占める割合 

内
訳 

① アクティブ参加者数 50％ 

② 参画事業者数 20％ 

③ 連携事業者数 30％ 

 

※ 各項目につき達成率が 100％を下回る場合は、1％あたりの金額×達成率を成果連

動額として支払う。 

※ 各項目につき達成率が 100％を上回る場合は、120％を上限として、1％あたりの金

額×(達成率-100)円を上乗せして支払う。 

 

＜イメージ図＞ 

 

(4) 支払時期 

委託料の支払は、業務完了後払いとする。 


